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公益社団法人神奈川県環境保全協議会 御中 

 

神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

高濃度ＰＣＢ廃棄物処理施設の事業終了に伴う 

貴団体会員様への周知について（依頼） 

 

 本県の廃棄物行政につきましては、日頃から御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」）廃棄物及び高濃度ＰＣＢ使用製品（以下「ＰＣ

Ｂ廃棄物等」）については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

に基づき、定められた期間内に処理することが義務付けられています。 

 

 １ 依頼事項 

 別添リーフレットや高濃度ＰＣＢ廃棄物等の発見事例に係る資料を参考にしていただき、今一

度、高濃度ＰＣＢ廃棄物等が残存していないかについて、貴団体会員様への周知に御協力いただ

きますようお願いいたします。 

 周知にあたっては、別添資料の電子データの御提供や、機関紙・メールマガジン等の文例につ

いてもこちらで提案できますので、お気軽に御相談ください。 

 

２ 経緯 

 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理施設である中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）の東京

及び北海道処理事業所は、令和８年３月 31 日までの事業終了を見据えて既に事業終了準備期間に

入っており、事業終了後はＪＥＳＣＯにおいて高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分ができなくなります。 

 本県内の事業者の皆様におかれましては、これまで高濃度ＰＣＢ廃棄物等の調査及び適正処理

を進めていただいていましたが、処分期間終了後に建屋の建替工事や照明器具のＬＥＤ化工事等

に伴い高濃度ＰＣＢ廃棄物が発見される事例が複数発生しております。 

 

 ３ その他 

 低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間は令和９年３月31日までです。 

 低濃度ＰＣＢ廃棄物の分析及び処理については、別添リーフレットのとおり、令和７年４月１

日から公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が申請窓口となり、中小企業等向けの支援（助

成制度）が開始されますので、貴団体会員様への周知について、併せて御協力いただきますよう

お願いいたします。 
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